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国の名前を記載していた。記載内容によると爬虫
類・鳥類の原産国あるいは輸出国として6地域、
27ヵ国が表示されており、世界中に分布していた。
　さらに、象牙の出品のうち、サイト①で調査対
象となった109の出品広告のうち10％（11の出品
広告）が「海外発送に対応」すると表示をしていた。
インターネットオークションを介して国際的に取引され
る可能性を示している。象牙の国際取引はワシント
ン条約で規制されており、一部の象牙については
日本からの再輸出は禁止されている。これらの規
制内容についてオークションの出品者、落札者が
どの程度把握しているかは不明である。情報不足
のままに取引がおこなわれ、違法な取引へとつな
がる可能性が懸念される。

法整備の必要性
　インターネットを利用した取引が、店舗販売など
と比較して、より違法取引を助長するかどうかにつ
いては現在議論の最中である。ワシントン条約事

野生動植物取引に
おけるインターネット
の利用
　日本でインターネットの
利用人口は、12年前
の8倍にもあたる9千万
人以上にのぼり、人口
普及率は78％にもなっ

た（総務省、2009）。なかでも、人々に広く活用
されるようになったサービスのひとつにインターネット
オークションがある。オークションサイトのプロバイダー
（例えば「Yahoo!オークション」や「楽天オークショ
ン」など）に登録すればだれでも、参加して商品
を購入したり、商品を販売する（「出品する」）こ
とができる。この気軽なサービスは爆発的に利用
者を増加させ、今では、ある時点で検索できる出
品商品数は、数千万点にものぼる（オークファン、
2010）。インターネットオークションには野生動植物
も「出品」（広告掲載）され、「落札」（購入）さ
れている。ワシントン条約対象種の個体や派生物
などでさえ、出品されているのをみることができる。
　ところが、インターネット上で違法な野生生物の
製品の取引がおこなわれていることが、これまでの
複数の国における調査から明らかになっている
（Wu, 2007）。日本でも、野生生物の違法取引が
発見された際に、インターネットが何らかの形で利
用されていたことが明らかになることも少なくはない。
野生生物取引におけるEコマース（電子商取引）
の顕著な拡大にともない、違法取引の問題に対応

する必要が出てきた。これに対し、ワシントン条約は、
締約国や国際組織などからなるワーキンググループ
を立ち上げ、科学的な状況把握や監視の方法の
検討を始めた（CITES, 2010a）。第15回締約国
会議では、条約対象種の電子取引について、締
約国が国内対策を整え、監視が十分にできるよう
決議11.3を改正している（CITES, 2010b）。

日本のインターネット
オークションサイトの現状
　日本語のウエブサイトにおけるオークションサイト
がどのような状況にあるのかを把握するため、トラ
フィックは、2009年の4ヵ月間に、1時点における
全出品状況の調査と、2度にわたる1週間連続の
新規出品をモニタリングする調査をおこなった。日
本のオークションサイトでも出品件数の多い二つの
オークションサイトを事例として調査対象とし、ワシ
ントン条約に掲載された動物、植物のうち、日本の
市場での販売が見られるいくつかの種の出品状況
について調べた。出品を調べる際には、調査対
象とした種が抽出されるようキーワードを設定して検
索を行った（表１）。その結果、野生動植物に関
連する数多くの製品が出品されていた。なかでも、
象牙、ベッコウ、ワニの皮革製品、キャビアの製
品が数多く出品されていた。象牙は1日に20点以
上、キャビア、ベッコウは一週間にのべ50点近くと
いうペースで新規の出品があった。これらの数字を
みると、特に象牙、ベッコウは、過去に調査が行
われた報告のある他の多くの国と比較しても、多

数の商品が出品されている（例：中国語Wu, 
2007、英語 IFAW, 2008; Williamson, 2004）。
また、生きた爬虫類、鳥類の出品を認めているオー
クションサイトでは、調査を行った時点で、ワシント
ン条約対象種だけで56種の生きた爬虫類・鳥類
が出品されていた。調査した2つのオークションサ
イトのうち片方は生きた爬虫類・鳥類の出品を許
可していなかった。

取引される野生動植物のルーツと行き先
　野生動植物の最終消費国（輸入国）である日
本で、インターネットオークションに出品されている
様々なワシントン条約対象の野生動植物の多くは、
もともと海外から輸入されたものである。インターネッ
トオークション上では、出品の際にその商品の原産
国や輸出国に関する情報はほとんど提供されてい
なかったが、唯一原産国が比較的よく表示されて
いたのは生きた動物の出品で、内容の詳細を調
査した出品広告のうち36％が原産国あるいは輸出

務局は、インターネットの利用と違法取引の割合の
間での相関に関する科学的な調査を広く募ってい
る（CITES, 2010c）。
　この議論の重要な点として、日本の法律が、イ
ンターネットによる新しい取引形態に十分に対応し
ていないと指摘できる。インターネット上での取引の
特性に対応した適切を行うため、日本の野生生物
取引に関係する法律、特に「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律（種の保
存法）」は、修正が必要である。種の保存法の
施行が開始されたのは17年前の1993年で、制
定以降大きな改正が行われておらず、その間、日
本のインターネット利用者は、12年で8倍という勢
いで急増し（総務省、2009）、野生生物製品の
取引形態も大幅に変わってきている。
　インターネット上での野生生物製品の取引の際に
は、販売側が提供する情報だけが、販売者と購
入者との間で共有される情報となることを念頭にお
く必要がある。出品している製品の合法性や、そ
の合法性を有効にするための書類（合法的に輸
入した際の書類、種の保存法に基づいた登録票
など）の有無など、違法な取引を防止するために
必要な情報を、野生生物製品をオークションに出

品する販売者が提供することは、義務であるべき
である。
　同時に、インターネットオークションは、事業者だ
けでなく、一般の市民も取引に気軽に参加できる
場である。そのため、インターネットオークション上
で行われる取引に関する施策は、より一般的に理
解しやすいものであるべきである。また、これらの
関連する条約や国内法に関しての知識は、インター
ネット利用者というより広い対象に対して普及が徹
底されているべきであり、政府はこの役割を担うべ
きである。政府はオークションサイトのプロバイダー
などと協力し、これらの知識の周知をより強化する
ことができるはずである。
　店舗販売と異なり一度に広範囲にわたる多くの
人々が利用できるというインターネットの利点を生
かし、条約や法規制の認知を広げる機会として
活用することが重要である。違法なインターネット
商取引に対する抑止力を構築することで、危機
に瀕した動植物種を、悪意のあるインターネット取
引から守らなければならない。これは人々のこれ
らの問題に関する認知の拡大と入念な監視、そ
して法律の整備によって成し遂げられる。
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金成かほる（プログラムオフィサー）
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2010）。インターネットオークションには野生動植物
も「出品」（広告掲載）され、「落札」（購入）さ
れている。ワシントン条約対象種の個体や派生物
などでさえ、出品されているのをみることができる。
　ところが、インターネット上で違法な野生生物の
製品の取引がおこなわれていることが、これまでの
複数の国における調査から明らかになっている
（Wu, 2007）。日本でも、野生生物の違法取引が
発見された際に、インターネットが何らかの形で利
用されていたことが明らかになることも少なくはない。
野生生物取引におけるEコマース（電子商取引）
の顕著な拡大にともない、違法取引の問題に対応

する必要が出てきた。これに対し、ワシントン条約は、
締約国や国際組織などからなるワーキンググループ
を立ち上げ、科学的な状況把握や監視の方法の
検討を始めた（CITES, 2010a）。第15回締約国
会議では、条約対象種の電子取引について、締
約国が国内対策を整え、監視が十分にできるよう
決議11.3を改正している（CITES, 2010b）。

日本のインターネット
オークションサイトの現状
　日本語のウエブサイトにおけるオークションサイト
がどのような状況にあるのかを把握するため、トラ
フィックは、2009年の4ヵ月間に、1時点における
全出品状況の調査と、2度にわたる1週間連続の
新規出品をモニタリングする調査をおこなった。日
本のオークションサイトでも出品件数の多い二つの
オークションサイトを事例として調査対象とし、ワシ
ントン条約に掲載された動物、植物のうち、日本の
市場での販売が見られるいくつかの種の出品状況
について調べた。出品を調べる際には、調査対
象とした種が抽出されるようキーワードを設定して検
索を行った（表１）。その結果、野生動植物に関
連する数多くの製品が出品されていた。なかでも、
象牙、ベッコウ、ワニの皮革製品、キャビアの製
品が数多く出品されていた。象牙は1日に20点以
上、キャビア、ベッコウは一週間にのべ50点近くと
いうペースで新規の出品があった。これらの数字を
みると、特に象牙、ベッコウは、過去に調査が行
われた報告のある他の多くの国と比較しても、多

数の商品が出品されている（例：中国語Wu, 
2007、英語 IFAW, 2008; Williamson, 2004）。
また、生きた爬虫類、鳥類の出品を認めているオー
クションサイトでは、調査を行った時点で、ワシント
ン条約対象種だけで56種の生きた爬虫類・鳥類
が出品されていた。調査した2つのオークションサ
イトのうち片方は生きた爬虫類・鳥類の出品を許
可していなかった。

取引される野生動植物のルーツと行き先
　野生動植物の最終消費国（輸入国）である日
本で、インターネットオークションに出品されている
様々なワシントン条約対象の野生動植物の多くは、
もともと海外から輸入されたものである。インターネッ
トオークション上では、出品の際にその商品の原産
国や輸出国に関する情報はほとんど提供されてい
なかったが、唯一原産国が比較的よく表示されて
いたのは生きた動物の出品で、内容の詳細を調
査した出品広告のうち36％が原産国あるいは輸出

務局は、インターネットの利用と違法取引の割合の
間での相関に関する科学的な調査を広く募ってい
る（CITES, 2010c）。
　この議論の重要な点として、日本の法律が、イ
ンターネットによる新しい取引形態に十分に対応し
ていないと指摘できる。インターネット上での取引の
特性に対応した適切を行うため、日本の野生生物
取引に関係する法律、特に「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律（種の保
存法）」は、修正が必要である。種の保存法の
施行が開始されたのは17年前の1993年で、制
定以降大きな改正が行われておらず、その間、日
本のインターネット利用者は、12年で8倍という勢
いで急増し（総務省、2009）、野生生物製品の
取引形態も大幅に変わってきている。
　インターネット上での野生生物製品の取引の際に
は、販売側が提供する情報だけが、販売者と購
入者との間で共有される情報となることを念頭にお
く必要がある。出品している製品の合法性や、そ
の合法性を有効にするための書類（合法的に輸
入した際の書類、種の保存法に基づいた登録票
など）の有無など、違法な取引を防止するために
必要な情報を、野生生物製品をオークションに出

品する販売者が提供することは、義務であるべき
である。
　同時に、インターネットオークションは、事業者だ
けでなく、一般の市民も取引に気軽に参加できる
場である。そのため、インターネットオークション上
で行われる取引に関する施策は、より一般的に理
解しやすいものであるべきである。また、これらの
関連する条約や国内法に関しての知識は、インター
ネット利用者というより広い対象に対して普及が徹
底されているべきであり、政府はこの役割を担うべ
きである。政府はオークションサイトのプロバイダー
などと協力し、これらの知識の周知をより強化する
ことができるはずである。
　店舗販売と異なり一度に広範囲にわたる多くの
人々が利用できるというインターネットの利点を生
かし、条約や法規制の認知を広げる機会として
活用することが重要である。違法なインターネット
商取引に対する抑止力を構築することで、危機
に瀕した動植物種を、悪意のあるインターネット取
引から守らなければならない。これは人々のこれ
らの問題に関する認知の拡大と入念な監視、そ
して法律の整備によって成し遂げられる。
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国の名前を記載していた。記載内容によると爬虫
類・鳥類の原産国あるいは輸出国として6地域、
27ヵ国が表示されており、世界中に分布していた。
　さらに、象牙の出品のうち、サイト①で調査対
象となった109の出品広告のうち10％（11の出品
広告）が「海外発送に対応」すると表示をしていた。
インターネットオークションを介して国際的に取引され
る可能性を示している。象牙の国際取引はワシント
ン条約で規制されており、一部の象牙については
日本からの再輸出は禁止されている。これらの規
制内容についてオークションの出品者、落札者が
どの程度把握しているかは不明である。情報不足
のままに取引がおこなわれ、違法な取引へとつな
がる可能性が懸念される。

法整備の必要性
　インターネットを利用した取引が、店舗販売など
と比較して、より違法取引を助長するかどうかにつ
いては現在議論の最中である。ワシントン条約事

野生動植物取引に
おけるインターネット
の利用
　日本でインターネットの
利用人口は、12年前
の8倍にもあたる9千万
人以上にのぼり、人口
普及率は78％にもなっ

た（総務省、2009）。なかでも、人々に広く活用
されるようになったサービスのひとつにインターネット
オークションがある。オークションサイトのプロバイダー
（例えば「Yahoo!オークション」や「楽天オークショ
ン」など）に登録すればだれでも、参加して商品
を購入したり、商品を販売する（「出品する」）こ
とができる。この気軽なサービスは爆発的に利用
者を増加させ、今では、ある時点で検索できる出
品商品数は、数千万点にものぼる（オークファン、
2010）。インターネットオークションには野生動植物
も「出品」（広告掲載）され、「落札」（購入）さ
れている。ワシントン条約対象種の個体や派生物
などでさえ、出品されているのをみることができる。
　ところが、インターネット上で違法な野生生物の
製品の取引がおこなわれていることが、これまでの
複数の国における調査から明らかになっている
（Wu, 2007）。日本でも、野生生物の違法取引が
発見された際に、インターネットが何らかの形で利
用されていたことが明らかになることも少なくはない。
野生生物取引におけるEコマース（電子商取引）
の顕著な拡大にともない、違法取引の問題に対応

する必要が出てきた。これに対し、ワシントン条約は、
締約国や国際組織などからなるワーキンググループ
を立ち上げ、科学的な状況把握や監視の方法の
検討を始めた（CITES, 2010a）。第15回締約国
会議では、条約対象種の電子取引について、締
約国が国内対策を整え、監視が十分にできるよう
決議11.3を改正している（CITES, 2010b）。

日本のインターネット
オークションサイトの現状
　日本語のウエブサイトにおけるオークションサイト
がどのような状況にあるのかを把握するため、トラ
フィックは、2009年の4ヵ月間に、1時点における
全出品状況の調査と、2度にわたる1週間連続の
新規出品をモニタリングする調査をおこなった。日
本のオークションサイトでも出品件数の多い二つの
オークションサイトを事例として調査対象とし、ワシ
ントン条約に掲載された動物、植物のうち、日本の
市場での販売が見られるいくつかの種の出品状況
について調べた。出品を調べる際には、調査対
象とした種が抽出されるようキーワードを設定して検
索を行った（表１）。その結果、野生動植物に関
連する数多くの製品が出品されていた。なかでも、
象牙、ベッコウ、ワニの皮革製品、キャビアの製
品が数多く出品されていた。象牙は1日に20点以
上、キャビア、ベッコウは一週間にのべ50点近くと
いうペースで新規の出品があった。これらの数字を
みると、特に象牙、ベッコウは、過去に調査が行
われた報告のある他の多くの国と比較しても、多

数の商品が出品されている（例：中国語Wu, 
2007、英語 IFAW, 2008; Williamson, 2004）。
また、生きた爬虫類、鳥類の出品を認めているオー
クションサイトでは、調査を行った時点で、ワシント
ン条約対象種だけで56種の生きた爬虫類・鳥類
が出品されていた。調査した2つのオークションサ
イトのうち片方は生きた爬虫類・鳥類の出品を許
可していなかった。

取引される野生動植物のルーツと行き先
　野生動植物の最終消費国（輸入国）である日
本で、インターネットオークションに出品されている
様々なワシントン条約対象の野生動植物の多くは、
もともと海外から輸入されたものである。インターネッ
トオークション上では、出品の際にその商品の原産
国や輸出国に関する情報はほとんど提供されてい
なかったが、唯一原産国が比較的よく表示されて
いたのは生きた動物の出品で、内容の詳細を調
査した出品広告のうち36％が原産国あるいは輸出

務局は、インターネットの利用と違法取引の割合の
間での相関に関する科学的な調査を広く募ってい
る（CITES, 2010c）。
　この議論の重要な点として、日本の法律が、イ
ンターネットによる新しい取引形態に十分に対応し
ていないと指摘できる。インターネット上での取引の
特性に対応した適切を行うため、日本の野生生物
取引に関係する法律、特に「絶滅のおそれのあ
る野生動植物の種の保存に関する法律（種の保
存法）」は、修正が必要である。種の保存法の
施行が開始されたのは17年前の1993年で、制
定以降大きな改正が行われておらず、その間、日
本のインターネット利用者は、12年で8倍という勢
いで急増し（総務省、2009）、野生生物製品の
取引形態も大幅に変わってきている。
　インターネット上での野生生物製品の取引の際に
は、販売側が提供する情報だけが、販売者と購
入者との間で共有される情報となることを念頭にお
く必要がある。出品している製品の合法性や、そ
の合法性を有効にするための書類（合法的に輸
入した際の書類、種の保存法に基づいた登録票
など）の有無など、違法な取引を防止するために
必要な情報を、野生生物製品をオークションに出

品する販売者が提供することは、義務であるべき
である。
　同時に、インターネットオークションは、事業者だ
けでなく、一般の市民も取引に気軽に参加できる
場である。そのため、インターネットオークション上
で行われる取引に関する施策は、より一般的に理
解しやすいものであるべきである。また、これらの
関連する条約や国内法に関しての知識は、インター
ネット利用者というより広い対象に対して普及が徹
底されているべきであり、政府はこの役割を担うべ
きである。政府はオークションサイトのプロバイダー
などと協力し、これらの知識の周知をより強化する
ことができるはずである。
　店舗販売と異なり一度に広範囲にわたる多くの
人々が利用できるというインターネットの利点を生
かし、条約や法規制の認知を広げる機会として
活用することが重要である。違法なインターネット
商取引に対する抑止力を構築することで、危機
に瀕した動植物種を、悪意のあるインターネット取
引から守らなければならない。これは人々のこれ
らの問題に関する認知の拡大と入念な監視、そ
して法律の整備によって成し遂げられる。



20
10
年
10
月

トラフィックネットワークは、
野生生物の取引の監視ネットワークとして、
特に動植物にとって有害で違法な野生生物の取引に関して、
野生生物の持続可能な利用の確立を支援することである。
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